
現行都市計画マスタープランについて

第１回 越前市都市計画マスタープラン策定及び立地適正化計画改定委員会

令和４年７月２８日

資料 ３

http://www.city.echizen.lg.jp/
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越前市の自然

出典：越前市

市の中央を日野川が流れる
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越前市都市計画総括図
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ここ１０年における
都市の変化



4

都市計画決定：昭和４５年６月１９日 （当初決定時の路線名は東西１号線）

全線供用開始：平成２５年８月２３日

全線開通まで４４年

都市計画道路 戸谷片屋線
日野川 国道８号旧８

戸谷町まで
あります

（県、市 協同事業）
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平成２９年８月１１日 再整備オープン

都市公園 武生中央公園
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（千人）

（１００万人）

８月だるまちゃん広場オープン ９月スターバックスオープン

初めて１００万人
を突破

県内で最も入込数が
多い観光地に

出典：福井県観光客入込数（推計）

新型コロナウイルス感染症の
影響を受け減少

ただし、県内最多の入込数であり、
唯一の１００万人超え

武生中央公園入込状況 合計(千人） 県内客（千人） 県外客（千人）

平成２９年 242 206 36

平成３０年 1,067 854 213

令和元年 1,420 1,235 185

令和２年 1,009 908 101
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越前市の道路戦略

川東川西

中心
市街地

旧今立

①戸谷片屋線を整備し川西と川東の障壁を取り払うと共に、
旧武生市と旧今立町の融和を図る

②広域農道と戸谷片屋線を接続し、市街地
における３重の環状網を形成

１ 国道８号-戸谷片屋線-旧８
２ 国道８号-戸谷片屋線-広域農道
３ 旧８-広域農道

③武生中央公園を再整備し、中心市街地
への玄関口を創出

④河濯線を整備し、戸谷片屋線から中心市街地への流入路を完成

↑
＜塚原交差点＞

国道417号
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平成１６年 府中大橋着工
平成２５年 戸谷片屋線全線開通

この間多くの大規模小売店舗が
国道８号・旧８号沿いに立地

これは戸谷片屋線の完成による越
前市の日野川東西の連続性及び
越前町・南越前町の商圏への編入
を民間事業者が分析した結果と考
えられる。

戸谷片屋線開通以降は目立った
出店はみられなかったが、平成３０
年度に入り数件の出店がみられる。
うち一件は武生中央公園の再整備
を契機としたものである。

都市施設の整備と民間事業者の出店状況

越前たけふ駅
南越前町から

越前町から
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人口推移
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越前市の人口推移（国勢調査）

↑
越前市誕生



12

越前市の人口・世帯数の推移（住民基本台帳人口）

平成17年10月1日 越前市誕生
人口：88,020
世帯数：28,556

令和4年7月1日
人口：81,694
世帯数：31,802

１６年８か月
人口 －７％

世帯数 ＋１１％

１人世帯が増えている

若年層の１人世帯
高年齢層の１人世帯
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越前市の人口（日本人・外国人別）

外国人

住民基本台帳（日本人）
合計

2008.9
リーマンショック

2011.3
東日本大震災

2014.4
消費増税(5→8)

日本銀行
2013.4 異次元緩和
2014.10 追加緩和
2016.1 マイナス金利

2020.2
新型コロナウィルス感染症拡大

2018.10
景気後退

米中貿易摩擦

2019.10
消費増税(8→10)

→ 半導体需要拡大
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越前市 人口ピラミッド（令和４年４月１日）

終戦直後における出生減第１次
ベビーブーム
７２－７４歳

第２次
ベビーブーム
４７－５０歳
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0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

H20.4.1

H.29.4.1

R4.4.1

外国人市民国籍別構成

ブラジル 中 国 フィリピン ベトナム 朝鮮・韓国 タ イ 米 国 カンボジア その他

越前市の外国人市民

75.7% 9.7%

9年

5年 （令和２年１月 越前市外国人総合相談窓口 開設）

参考：R4.1.1
外国人市民5,126人 （うち10年以上居住 851人<16.6%>)

人　口 外国人市民数 外国人市民構成比

H20.4.1 87,126 3,296 3.8%

H29.4.1 82,982 3,341 4.0%

R4.4.1 81,799 5,173 6.3%
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現行都市計画マスタープラン
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都市計画マスタープラン改定（平成２９年３月）後の

都市計画決定（変更）
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平成３０年５月１５日（火）都市計画審議会
平成３０年１０月１日（月）告示

特定用途制限地域

平成30年10月1日から令和２年度（202１年3月）末まで

自宅及び農業に供する建築物以外の建築を制限

（北陸新幹線南越駅（仮称）周辺地区）
※名称は都市計画決定時のもの

※建築制限条例の周知期間を考慮

設定理由

地域の皆さまの意見を踏まえた「南越駅周辺まちづくり計画」
ができるまでの間、現在の土地利用状況を維持するため
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第４章 全体構想
１．土地利用の方針
P．６６

都市計画マスタープラン
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都市計画マスタープラン

第４章 全体構想
１．土地利用の方針
P．７４
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令和２年３月２７日（金）都市計画審議会
令和２年４月２４日（金）告示

用途地域 （工業団地の工業地域指定）

（Web形式にて開催）

地 区 名 現行の用途地域 変更後の用途地域 面 積
大虫工業団地地区 用途地域指定なし 工業地域 約22.6ha
池ノ上工業団地地区 用途地域指定なし 工業地域 約46.6ha
王子保工業団地地区 用途地域指定なし 工業地域 約22.3ha
今立工業団地地区 用途地域指定なし 工業地域 約10.4ha
北日野工業団地地区 用途地域指定なし 工業地域 約13.0ha

合 計 － － 約114.9ha



22

都市計画マスタープラン
第４章 全体構想
１．土地利用の方針
P．７２
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令和３年２月１０日（水）都市計画審議会
令和３年４月１日（木）告示

地区計画

令和２年度 南越駅周辺まちづくり計画 ← まちづくりの方向性と土地利用の方針

令和３年度 越前市新幹線駅周辺まちづくりガイドライン ← まちづくりに参画するための仕組み

（北陸新幹線南越駅（仮称）周辺地区）
※名称は都市計画決定時のもの

特定用途制限地域 廃止
（北陸新幹線新駅周辺地区）

地区計画により土地利用の方針を示すとともに、ガイドラインの実効性を担保

このことにより土地利用方針を「開発の規制」から「適切な開発の誘導」に切り替え、特定用途制限地域を廃止
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都市計画マスタープラン

第３章 まちづくりの基本目標
３．将来都市像
P．５９
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令和３年７月１６日（金）都市計画審議会
令和３年８月２日（月）告示

用途地域 見直し

都市計画マスタープランで指摘している地区

都市計画マスタープランで指摘している地区

都市機能誘導施設と都市施設が集積している地区

新たに工業団地に指定された地区

特別用途地区 変更 （用途地域見直しに伴う大規模集客施設制限地区の変更）
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都市計画マスタープラン
第４章 全体構想
１．土地利用の方針
P．６４
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令和３年７月１６日 都市計画審議会資料 一部抜粋
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令和元年１２月２４日（火）都市計画審議会
令和２年 １月３１日（金）告示

汚物処理場 変更
下水道 変更

令和３年５月１８日（火）都市計画審議会
令和３年６月１７日（木）告示

ごみ焼却場 廃止
その他処理施設 （ストックヤード）

ごみ焼却場の解体
解体跡地の北側に金属類等の資源物の回収及び一時保管を行
うとともに、災害時における災害廃棄物の二次仮置き場としてス
トックヤードを整備

汚物処理場の老朽化
汚泥処理を下水道施設で行うために必要な、下水道施設（汚泥
前処理施設）の用地を確保
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都市計画マスタープラン

第６章 実現に向けて
３．アクションプログラム
P．１６０
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完了（県、市協同事業）
完了
完了

予定区間完了

予定区間完了
予定区間完了

整備中（県事業）

継続

未着手

継続

市役所周辺道路完了

継続

完了（県、市協同事業）

完了

継続（維持管理）

完了 魅力向上事業継続

市役所前広場完了

完了（県事業）
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都市計画マスタープラン

第４章 全体構想
２．交通ネットワークの方針
P．７９

未着手
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都市計画マスタープラン

第４章 全体構想
２．交通ネットワークの方針
P．９０

未着手
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都市計画マスタープラン

第６章 実現に向けて
１．市民が主体となった
まちづくりの推進

P．１４７

引き続き取り組むべき事項


